
広 報 資 料

令和８年４月３日

かつらぎ警察署

サイン＋サンクス運動推進校に対する横断指導及び指定式の実施について
プラス

１ 実施日時

令和８年４月９日（木）午前７時30分ころから午前８時30分ころまでの間

２ 実施場所

和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東558番地

かつらぎ町立笠田小学校先路上 ※横断指導終了後、校長室で指定式を行います。

３ 参加者

⑴ 笠田小学校

校長、教諭及び通学児童

⑵ かつらぎ警察署

交通課長、交通課員及び｢きしゅう君｣

４ 内容

⑴ 横断歩道において通学児童に対する横断方法の指導

⑵ 指定式

・ 開式

・ 指定書交付

・ 交通課長挨拶

・ 閉式

５ その他

⑴ サイン ＋サンクス運動とは、横断歩道を利用する歩行者側が手を上げる「合図」
プラス

（サイン）を行い、停止した車の運転者とアイコンタクトをとり安全を確認した後、

会釈等で「ありがとう」（サンクス）の気持ちを伝え、お互いを思いやる気持ちを持

つことで、横断歩行者の交通事故を防ぐものです。

⑵ 指定期間は、令和８年４月９日から令和９年３月31日までとなります。

⑶ 取材を希望される方は、指定式前日の午後３時までにかつらぎ警察署（電話：0736

-22-0110）までご連絡ください。


